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函館市社会福祉審議会委員名簿 

 

（五十音順，敬称略）  

氏   名  所  属  団  体  

池 田 孝 道 函館市社会教育委員の会議 

梅 田 史 恵 函館市地域活動連絡協議会 

大 槻 寅 男 社会福祉法人函館市社会福祉協議会 

大 原 正 範 公益社団法人函館市医師会 

岡 﨑 圭 子 学校法人野又学園 函館短期大学 

数 又 紀和子 函館市民生児童委員連合会 

蒲 池 珠 實 社会福祉法人函館仁愛会 

亀 井   隆 函館保育協会 

川 合 裕紀子 函館人権擁護委員協議会 

川 﨑 嘉 範 函館公共職業安定所 

北 原   淳 北海道函館児童相談所 

熊 谷 儀 一 函館市町会連合会 

小 谷 素美子 社会福祉法人侑愛会 

小葉松 洋 子 公益社団法人函館市医師会 

佐々木   香 函館市女性会議 

佐 藤 秀 臣 一般社団法人函館市身体障害者福祉団体連合会 

佐 藤 浩 樹 南北海道知的障がい福祉協会 

白 幡 俊 一 学校法人野又学園 函館短期大学 

相 馬 ミエ子 特定非営利活動法人函館手をつなぐ親の会 

髙 見   浩 一般社団法人函館歯科医師会 

館   佳 代 函館市ＰＴＡ連合会  

堤   勝 幸 函館特別支援教育研究会 

外 崎 紅 馬  国立大学法人北海道教育大学教育学部函館校 

永 澤 和 枝  函館市町会連合会 

野 澤 朝 子 一般社団法人函館市身体障害者福祉団体連合会 

船 橋 優 子 函館市民生児童委員連合会 

栁 原 正 明 一般社団法人函館薬剤師会 

若 山 恵 美 一般社団法人函館市母子寡婦福祉会 
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函館市社会福祉審議会臨時委員名簿 

 

（五十音順，敬称略）  

氏   名  所 属 団 体 等  備 考  

小 笹   明 公益社団法人函館市医師会 循環器内科  

佐 藤 信 清 公益社団法人函館市医師会 耳鼻咽喉科  

志 田   晃 公益社団法人函館市医師会 呼 吸 器 科 

竹 内 秀 一 公益社団法人函館市医師会 内   科  

宮 本 一 成 公益社団法人函館市医師会 整 形 外 科 

吉 田 紳一郎 公益社団法人函館市医師会 眼   科  

渡 部   仁 公益社団法人函館市医師会 外   科  

 

 

 

 

函館市社会福祉審議会事務局職員名簿 

 

（敬称略）  

氏   名  所  属  等  備 考  

佐 藤   任 保健福祉部長  

原   紀 夫 保健福祉部次長  

金 指 真 弓 保健福祉部 地域福祉課長  

田 口 英 生 保健福祉部 障がい保健福祉課長  

宿 村 篤 由 子ども未来部長  

東 出 瑞 乃 子ども未来部次長  

大 坂 瑞 恵 子ども未来部 子育て支援課長  
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函館市社会福祉審議会の概要について  

 

１ 設置趣旨 

   平成１７年１０月１日の中核市指定に伴い，北海道が所管する地方社会福祉審議会  

  に係る事務権限が委譲され，社会福祉法第７条第１項の規定に基づき函館市社会福祉  

  審議会を設置したものである。  

 

   【社会福祉法第７条第１項】  

     社会福祉に関する事項を調査審議するため、中核市に社会福祉に関する審議会  

    その他の合議制の機関を置くものとする。  

 

２ 審議会の構成 

 函館市社会福祉審議会     ・委員 ２８人 臨時委員 ７人 

                ・所掌 社会福祉に関する事項を調査審議する 

 

   民生委員審査専門分科会   ・委員  ５人 

                ・所掌 民生委員の適否の審査に関する事項を調査審 

                    議する 

 

   身体障害者福祉専門分科会 ・委員 １３人 

                ・所掌 身体障害者，知的障害者の福祉に関する事項 

                    を調査審議する 

 

     審査部会       ・委員  ３人 臨時委員 ７人 

                ・所掌 身体障害者の障害程度の審査に関する事項を 

                    調査審議する 

 

   児童福祉専門分科会    ・委員 １０人 

                ・所掌 児童福祉に関する事項を調査審議する 

 

３ 審議会の委員 

(１)委員は，社会福祉事業従事者および学識経験者のうちから市長が任命する。 

(２)特別の事項を調査審議するため必要があるときは，臨時委員を置くことができる。 

(３)委員の互選により委員長１人を置く。 

(４)委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，職務を代理する。 

(５)専門分科会および審査部会の委員および臨時委員は，委員長が指名する。 

(６)委員の任期は，３年とする。 

(７)臨時委員の任期は，任命に係る特別の事項の調査審議が終了するときまでとする。 

 

４ 審議会の会議 

(１)会議は，委員長が招集する。 

(２)委員長は，会議の議長となる。 

(３)会議は，委員および議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くこ 

  とができない。 

(４)議事は，出席した委員および議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し，可 

  否同数のときは，議長の決するところによる。  
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函館市社会福祉審議会条例 
 

（趣旨） 

第１条 この条例は，社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第７条第１項の規

定に基づき設置する函館市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

（調査審議事項の特例） 

第２条 審議会は，法第12条第１項の規定により，児童福祉に関する事項を調査審議するものとす

る。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員28人以内をもって組織する。 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は，３年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 臨時委員の任期は，その者の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとす

る。 

（委員長の職務の代理） 

第５条 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員が，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は，委員長が招集する。 

２ 委員長は，委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは，審議会の会

議を招集しなければならない。 

３ 委員長は，審議会の会議の議長となる。 

４ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

５ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

６ 臨時委員は，当該特別の事項について会議を開き，議決を行う場合には，前２項の規定の適用

については，委員とみなす。 

（専門分科会） 

第７条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員および臨時委員

は，委員長が指名する。 

２ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き，その専門分科会に属する委員の互選によりこれ

を定める。 

３ 専門分科会長は，その専門分科会の事務を総理する。 

４ 専門分科会長に事故があるときは，専門分科会長があらかじめ指名する委員が，その職務を代

理する。 

５ 前条（民生委員審査専門分科会にあっては，第６項を除く。）の規定は，専門分科会の会議に

ついて準用する。この場合において，同条中「審議会」とあるのは「専門分科会」と，「委員長」

とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。 

（審査部会） 

第８条 審議会は，身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは，社会福祉法施行令（昭和

33年政令第185号）第３条第３項の規定により，審査部会の決議をもって審議会の決議とする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は，保健福祉部において処理する。 

（補則） 

第10条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，委員長が審議会に諮っ

て定める。 
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附 則 

１ この条例は，平成17年10月１日から施行する。 

２ 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和40年函館市条例第22号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第２中「 

  

地域審議会の委員 日額 8,600円 

」を「 

  

地域審議会の委員 日額 8,600円 

社会福祉審議会の委員および臨時委員 日額 8,600円 

」に改める。 

附 則（平成24年３月22日条例第６号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

７ この条例の施行の際現に改正前の条例の規定によりされている届出は，改正後の条例の規定に

よりされた届出とみなす。 

附 則（平成26年３月14日条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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   函館市社会福祉審議会運営要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，函館市社会福祉審議会条例（平成１７年函館市条  

 例第３５号）第１条に規定する函館市社会福祉審議会（以下「審議会」

という。）の運営に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（調査審議事項）  

第２条 審議会は，市長の監督に属し，その諮問に答え，または関係行

政庁に意見を具申するものとする。  

２ 審議会は，次の各号に掲げる事項を調査審議するものとする。  

(１) 民生委員の適否の審査に関する事項  

(２) 身体障害者および知的障害者の福祉に関する事項 

(３) 児童福祉に関する事項 

(４) その他法令等に基づく事項 

３ 前項各号に掲げる事項の細目の大要は，別紙のとおりとする。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員２８人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは，審議会に臨時委  

 員を置くことができる。 

（委員） 

第４条 審議会の委員および臨時委員は，市議会の議員，社会福祉事業 

に従事する者および学識経験のある者のうちから，市長が任命する。 

（委員の任期等） 

第５条 委員の任期は，３年とする。ただし，委員が欠けた場合におけ 

る補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 臨時委員の任期は，その者の任命に係る特別の事項に関する調査審 

議が終了するときまでとする。 

（委員長） 

第６条 審議会に委員の互選による委員長１人を置く。委員長は，会務 
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を総理する。 

（委員長の職務の代理） 

第７条 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名する委員 

が，その職務を代理する。 

（会議） 

第８条 審議会の会議は，委員長が招集する。 

２ 委員長は，委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請

求したときは，審議会の会議を招集しなければならない。 

３ 委員長は，審議会の会議の議長となる。 

４ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができ 

ない。 

５ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の 

 ときは，議長の決するところによる。 

６ 臨時委員は，当該特別の事項について会議を開き，議決を行う場合

には，前２項の規定の適用については，委員とみなす。 

（専門分科会） 

第９条 審議会に，民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議する

ため，民生委員審査専門分科会を，身体障害者の福祉に関する事項を

調査審議するため，身体障害者福祉専門分科会を，児童福祉に関する

事項を調査審議するため，児童福祉専門分科会を置く。 

２ 審議会は，前項の事項以外の事項を調査審議するため，必要に応じ， 

老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。 

（専門分科会委員等） 

第 10 条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属

すべき委員および臨時委員は，委員長が指名する。 

２ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き，その専門分科会に属

する委員の互選によりこれを定める。 

３ 専門分科会長は，その専門分科会長の事務を総理する。 

４ 専門分科会長に事故があるときは，専門分科会長があらかじめ指名

する委員が，その職務を代理する。 
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５ 第８条（民生委員審査専門分科会にあっては，第６項を除く。）の規

定は，専門分科会の会議について準用する。この場合において，同条

中「審議会」とあるのは「専門分科会」と，「委員長」とあるのは「専

門分科会長」と読み替えるものとする。 

（民生委員審査専門分科会） 

第 11 条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は，市議会の議員の選

挙権を有する審議会の委員のうちから，委員長が指名する。 

２ 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党ま

たは政治的目的のために利用した場合は，当該委員について，委員長

は，前項の規定により指名を取り消すことができる。 

３ 民生委員審査専門分科会の決議は，これをもって審議会の決議とす

る。 

（身体障害者福祉専門分科会） 

第 12 条 身体障害者福祉専門分科会は，第９条第１項に規定する身体障

害者の福祉に関する事項とともに，知的障害者の福祉に関する事項を

調査するものとする。 

２ 身体障害者福祉専門分科会の決議は，これをもって審議会の決議と

する。ただし，重要な事項についてはこの限りではない。 

３ この要綱に定めるもののほか，身体障害者福祉専門分科会および第

１４条に規定する審査部会の運営に関する細部の事項は別に定める

ものとする。 

（児童福祉専門分科会） 

第 13 条 児童福祉専門分科会の決議は，これをもって審議会の決議とす

る。ただし，重要な事項についてはこの限りでない。 

（審査部会） 

第 14 条 審議会は，身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のた

め，身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。 

２ 審議会は，身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは，審

査部会の決議をもって審議会の決議とする。 
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（庶務） 

第 15 条 審議会の庶務は，保健福祉部地域福祉課において統括する。た

だし，次の各号に掲げる専門分科会および審査部会の庶務は当該各号

に掲げる課において処理するものとする。 

(１)民生委員審査専門分科会      保健福祉部地域福祉課 

(２)身体障害者福祉専門分科会     保健福祉部障がい保健 

福祉課 

(３)児童福祉専門分科会        子ども未来部子育て 

支援課 

(４)身体障害者福祉専門分科会審査部会 保健福祉部障がい保健 

福祉課 

（補則） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項 

は，委員長が審議会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成１７年１０月１８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年３月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２９年１０月１日から施行する。 
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別紙 

１ 民生委員審査専門分科会（第２条第２項第１号関係） 

法令に基づく調査審議事項 根拠法令 

 市長が厚生労働大臣に民生委員を推薦する場合

における民生委員推薦会の推薦者に対する意見 

民生委員法 

第５条第２項 

 市長が民生委員推薦会の推薦者が適当でないと

認めるときに，推薦会に民生委員の再推薦を命じる

際の意見 

民生委員法 

第７条第１項 

 上記において推薦会が再推薦をしないときに，市

長が適当と認める者を定め，厚生労働大臣に推薦す

る際の意見 

民生委員法 

第７条第２項 

 市長が民生委員の解嘱を厚生労働大臣に具申す

る際の同意 

民生委員法 

第 11条第２項 

 審議会が民生委員の解嘱を審査する際の本人へ

の事前通告 

民生委員法 

第 12条第１項 

 

２ 身体障害者福祉専門分科会（第２条第２項第２号関係） 

 ・ 身体障害者の福祉に関する事項を調査審議する 

 ・ 知的障害者の福祉に関する事項を調査審議する 

 

〔審査部会〕（第２条第２項第２号関係） 

法令に基づく調査審議事項 根拠法令 

 身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作

成できる医師を市長が指名する際の意見 

身体障害者福祉法 

第 15 条第２項 

 上記の医師の指定を取り消す際の意見 
身体障害者福祉法 

施行令第３条第３項 

 市長が身体障害者手帳の交付申請が法別表に該

当しないと認めるには，審議会に諮問しなければな

らない 

身体障害者福祉法 

施行令第５条第１項 
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３ 児童福祉専門分科会（第２条第２項第３号関係） 

法令に基づく調査審議事項 根拠法令 

 芸能，出版物，がん具，遊戯等を推薦し，または

当該製作者，興業主，販売者等に対し，必要な勧告

ができる 

児童福祉法 

第８条第９項 

 市長が地域型保育事業の認可を行う場合の意見 

児童福祉法 

第 34 条の 15 第４項 

子ども・子育て支援法 

第７条第５項 

 市長が保育所の設置の認可を行う場合の意見 
児童福祉法 

第 35 条第６項 

 設備・運営が最低基準に達せず，かつ有害と認め

られる児童福祉施設の事業停止命令を市長が行う場

合の意見 

児童福祉法 

第 46 条第４項 

 市長が認可外児童福祉施設の事業停止・施設閉鎖

命令を行う場合の意見 

児童福祉法 

第 59 条第５項 

 母子家庭等の福祉に関する事項 
母子及び父子並びに

寡婦福祉法第７条 

 母子福祉資金等貸付金の貸付を市長が停止する場

合の意見 

母子及び父子並びに

寡 婦 福 祉 法 施 行 令  

第 13 条 

 母子保健に関する事項 
母子保健法 

第７条 

 

４ その他（第２条第２項第４号関係） 

法令に基づく調査審議事項 根拠法令 

 市長が老人居宅生活支援事業，老人デイサービス

センター等の事業の制限または停止を命じる場合

の意見 

老人福祉法 

第18条の２第３項 

 市長が養護老人ホーム，特別養護老人ホームの事

業の廃止命令，設置認可を取り消す場合の意見 

老人福祉法 

第 19 条第２項 

 


